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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スイッチベースに往復移動可能に設けられ、押圧操作される操作部材と、
　この操作部材に原位置方向への復帰力を付与する復帰用ばねと、
　前記スイッチベース及び操作部材のうちの一方に設けられ、ほぼＶ字形の係合部を有す
るカム溝と、
　前記スイッチベース及び操作部材のうち前記カム溝が設けられた方とは反対側の部材に
基端部が取り付けられ、前記操作部材の移動に基づき先端部が前記カム溝に沿って相対的
に移動すると共に、その先端部が前記係合部に係合することにより前記操作部材を作用位
置に保持するロックピンと、
　このロックピンの先端部を前記カム溝の底部側に付勢するように設けられた押えばねと
、
　前記操作部材の移動に応じて状態が切り替えられるスイッチとを具備したスイッチ装置
において、
　前記押えばねの両端部に振動吸収部材を設けて、これら各振動吸収部材を、前記ロック
ピンの基端部が取り付けられた側の部材に形成された収容部に嵌合させることにより、前
記押えばねを前記ロックピンの基端部が取り付けられた側の部材に取り付ける構成とした
ことを特徴とするスイッチ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、ロックピンの先端部をカム溝の底部側に付勢する押えばねを備えたスイッチ装
置に関する。
【０００２】
【発明が解決しようとする課題】
プッシュロック式のスイッチ装置においては、次のような構成のものがある。すなわち、
スイッチベースに往復移動可能に設けられた操作部材を、復帰用ばねにより原位置方向に
付勢して設ける。そして、操作部材とスイッチベースのうちの一方、例えばスイッチベー
スに、ほぼＶ字形の係合部を有するカム溝を設け、また、カム溝を設けた方とは反対側の
操作部材に、ロックピンの基端部を取り付けると共に、そのロックピンの先端部を上記カ
ム溝の底部側に付勢する棒状の押えばねを設ける。
【０００３】
この構成において、原位置にある操作部材を、復帰用ばねの付勢力に抗して押圧操作する
と、操作部材が同方向へ移動すると共に、ロックピンの先端部がカム溝に沿って摺動し、
そして、操作部材に対する押圧力を解除すると、ロックピンの先端部がカム溝の係合部に
係合することにより操作部材が作用位置に保持される。この後、操作部材を再度押圧操作
すると、ロックピンの先端部の係合部に対する係合が外れ、操作部材に対する押圧力を解
除すると、復帰用ばねの付勢力により操作部材が原位置に復帰されると共に、ロックピン
の先端部がカム溝に沿って摺動し、元の位置に戻る。
【０００４】
ところで、このような構成のものでは、操作部材の操作時に、ロックピンの先端部は、カ
ム溝において段差を飛び越すように落ちたり、斜面を摺動したりするため、カム溝の深さ
方向にも動く。このため、そのロックピンの動きに伴い、そのロックピンの先端部をカム
溝の底部側に付勢する押えばねが振動し、これらロックピンと押えばねとの間で音が発生
する。この場合、特に、それらロックピンと押えばねは共に金属製であるため、それらの
間で発生する音が金属音で、耳障りになるという問題点があった。
【０００５】
本発明は上記した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、操作部材の操作時にお
いて、ロックピンと押えばねとの間で発生する音を低減できるスイッチ装置を提供するに
ある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、本発明は、スイッチベースに往復移動可能に設けられ、
押圧操作される操作部材と、この操作部材に原位置方向への復帰力を付与する復帰用ばね
と、前記スイッチベース及び操作部材のうちの一方に設けられ、ほぼＶ字形の係合部を有
するカム溝と、前記スイッチベース及び操作部材のうち前記カム溝が設けられた方とは反
対側の部材に基端部が取り付けられ、前記操作部材の移動に基づき先端部が前記カム溝に
沿って相対的に移動すると共に、その先端部が前記係合部に係合することにより前記操作
部材を作用位置に保持するロックピンと、このロックピンの先端部を前記カム溝の底部側
に付勢するように設けられた押えばねと、前記操作部材の移動に応じて状態が切り替えら
れるスイッチとを具備したスイッチ装置において、
　前記押えばねの両端部に振動吸収部材を設けて、これら各振動吸収部材を、前記ロック
ピンの基端部が取り付けられた側の部材に形成された収容部に嵌合させることにより、前
記押えばねを前記ロックピンの基端部が取り付けられた側の部材に取り付ける構成とした
ことを特徴としている。
【０００７】
上記した手段によれば、操作部材の操作時において、ロックピンの先端部の動きに伴い押
えばねが振動するが、その振動が振動吸収部材により吸収されるようになるので、ロック
ピンとその押えばねとの間で発生する音を低減できるようになる。
【０００８】
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【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施例について、図面を参照して説明する。
図２には、プッシュロック式のスイッチ装置の断面図が示されており、この図２において
、筒状をなすスイッチケース１にインシュレータ２が固定状態に設けられており、これら
スイッチケース１とインシュレータ２とからスイッチベース３が構成されている。
【０００９】
このスイッチベース３内に、操作部材４が図２中、上下方向に往復移動可能に配設されて
いる。この操作部材４とスイッチケース１との間には、圧縮コイルばねからなる復帰用ば
ね５が配設されていて、この復帰用ばね５の付勢力により、操作部材４は原位置方向であ
る図２中矢印Ａ方向に付勢されている。操作部材４の図２中、上部にはカバー６が取り付
けられている。
【００１０】
上記スイッチベース３のインシュレータ２と操作部材４との間には、ロック機構７が設け
られている。このロック機構７は、図１にも示すように、インシュレータ２において操作
部材４と対向する面に設けられたカム溝８と、基端部９ａが操作部材４に取り付けられた
ロックピン９と、このロックピン９の先端部９ｂをカム溝８の底部側に付勢するように操
作部材４に設けられた棒状の押えばね１０とから構成されている。
【００１１】
このうち、カム溝８には、図１及び図４に示すように、中央部にハート形の凸部１１が形
成されていて、その凸部１１に、ほぼＶ字形の係合部１２が形成されている。また、カム
溝８の底部には段差８ａや斜面８ｂが形成されている。上記ロックピン９は、クランク状
をなしていて、その基端部９ａを操作部材４に形成された取付孔４ａに挿入することによ
り、操作部材４に取り付けられている。ロックピン９の先端部９ｂは、カム溝８側に向け
られていて、そのカム溝８に沿って摺動するようになっている。
【００１２】
棒状の押えばね１０の両端部には、例えばゴム製のさいころ状をなす振動吸収部材１３が
設けられていて、押えばね１０は、これら各振動吸収部材１３を操作部材４に形成された
収容部１４に嵌合させることにより、操作部材４に取り付けられている。この場合、振動
吸収部材１３は、押えばね１０に対して成形により設けられている。そして、操作部材４
をスイッチベース３内に組み込んだ状態で、押えばね１０がロックピン９をカム溝８側へ
押えることにより、ロックピン９の先端部９ｂをカム溝８の底部側に付勢している。
【００１３】
　操作部材４において、ロックピン９の図２中、下方にはばね収容部１５が形成されてい
て、可動接点１６が、そのばね収容部１５に収容された圧縮コイルばねからなるばね部材
１７によりインシュレータ２側に付勢して設けられている。インシュレータ２において上
記可動接点１６が摺動する面には、その可動接点１６が接離する固定接点１８が設けられ
ている。これら可動接点１６と固定接点１８とによりスイッチ１９を構成している。
【００１４】
次に、上記構成の作用を説明する。
図２は操作部材４が原位置にある状態が示されており、この状態では、可動接点１６が固
定接点１８から離間していて、スイッチ１９はオフ状態となっている。この図２の状態か
ら、操作部材４を復帰用ばね５の付勢力に抗して矢印Ａとは反対方向へ押圧操作すると、
操作部材４が同方向へ移動すると共に、ロックピン９の先端部９ｂがカム溝８に沿って摺
動する（図４の矢印Ｂ１参照）。
【００１５】
そして、操作部材４に対する押圧力を解除すると、操作部材４が矢印Ａ方向に戻りながら
、ロックピン９の先端部９ｂがカム溝８の係合部１２に係合し（図４の矢印Ｂ２参照）、
これにより操作部材４が作用位置に保持されるようになる。このとき、可動接点１６が固
定接点１８に接触し、スイッチ１９はオン状態となる。
【００１６】
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この後、操作部材４を矢印Ａとは反対方向へ再度押圧操作すると、操作部材４が同方向へ
移動しながらロックピン９の先端部９ｂの係合部１２に対する係合が外れる（図４の矢印
Ｂ３参照）。そして、操作部材４に対する押圧力を解除すると、復帰用ばね５の付勢力に
より操作部材４が原位置に復帰されると共に、ロックピン９の先端部９ｂがカム溝８に沿
って摺動し、元の位置に戻る（図４の矢印Ｂ４参照）。これに伴い、可動接点１６が固定
接点１８から離間し、スイッチ１９はオフ状態となる。
【００１７】
ここで、操作部材４の操作時に、ロックピン９の先端部９ｂがカム溝８の底部に沿って摺
動するが、このとき、ロックピン９の先端部９ｂは、カム溝８の段差８ａを飛び越すよう
に落ちたり、斜面８ｂを摺動したりするため、カム溝８の深さ方向にも動く。このため、
そのロックピン９の動きに伴い、そのロックピン９の先端部９ｂをカム溝８の底部側に付
勢する押えばね１０が振動し、これらロックピン９と押えばね１０との間で音が発生する
ことになる。
【００１８】
しかしながら、本実施例においては、押えばね１０の両端部に振動吸収部材１３を設けて
いて、これら両振動吸収部材１３が操作部材４に固定されているので、押えばね１０の振
動がそれら両振動吸収部材１３により吸収され、ロックピン９とその押えばね１０との間
で発生する音を低減できるようになる。
【００１９】
本発明は、上記した実施例にのみ限定されるものではなく、次のように変形または拡張す
ることができる。
上記した実施例では、カム溝８を固定側のインシュレータ２に設けると共に、ロックピン
９及び押えばね１０を可動側の操作部材４に設けた例を示したが、カム溝８を可動側の操
作部材４に設けると共に、ロックピン９及び押えばね１０を固定側のインシュレータ２に
設ける構成とすることもできる。
【００２０】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、操作部材の操作時において、ロックピ
ンの先端部の動きに伴い押えばねが振動するが、その振動を振動吸収部材により吸収でき
るようになるので、ロックピンとその押えばねとの間で発生する音を低減できるようにな
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を示す要部の斜視図
【図２】スイッチ装置全体の縦断面図
【図３】操作部材にロックピンと押えばねを組み付けた状態での正面図
【図４】ロックピンの先端部の動きを説明するためのカム溝部分の平面図
【符号の説明】
　１はスイッチケース、２はインシュレータ、３はスイッチベース、４は操作部材、５は
復帰用ばね、７はロック機構、８はカム溝、９はロックピン、９ａは基端部、９ｂは先端
部、１０は押えばね、１２は係合部、１３は振動吸収部材、１４は収容部、１６は可動接
点、１８は固定接点、１９はスイッチを示す。
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